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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技結果に応じて玉、メダル等の価値担体を下方に排出する複数の遊技機と、該各遊技
機の下方に設置されたカウンタと、を備えたパチンコホールにて用いられるパチンコホー
ル管理システムにおいて、
　前記カウンタに載置されて、前記各遊技機から下方に排出された前記価値担体を受け入
れて貯留する貯留箱と、
　該貯留箱に設けられ、前記遊技機の内の１台を、他の遊技機と識別する識別情報を格納
可能な記憶手段と、
　前記各遊技機に対応して設けられ、前記遊技機から排出される前記価値担体を貯留する
ために、前記貯留箱が用いられる際に、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶
手段に、該遊技機に対応する識別情報を格納する識別情報入力手段と、
　前記各遊技機に対応して設けられ、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶手
段から、前記記憶手段に格納されている識別情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取られた前記記憶手段内の識別情報に基づき、その記憶手段
が備えられた前記貯留箱が異なる遊技機から移動されたか否かを判定する移動判定手段と
、
　を備えたことを特徴とするパチンコホール管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のパチンコホール管理システムにおいて、
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　前記遊技機に対して投入された前記価値担体の数を該遊技機ごとに検知する投入数算出
手段と、
　玉貸し機から遊技者に貸し出された前記価値担体と、前記遊技機から賞球として遊技者
に払い出された前記価値担体を加えた数を該遊技機ごとに検知する貸与数算出手段と、
　外部から前記価値担体を受け入れてその数を計数する計数手段と、
　前記読取手段によって読み取られた前記識別情報に対応する前記遊技機において、遊技
者が保持する前記価値担体の数を、少なくとも、前記計数手段により計数された前記価値
担体の数、前記投入数算出手段により検知された前記価値担体の数、及び貸与数算出手段
により検知された前記価値担体の数、に基づいて推定する保持数推定手段と、
　を備えたことを特徴とするパチンコホール管理システム。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のパチンコホール管理システムにおいて、
前記読取手段が、
前記各遊技機に対応して設けられ、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶手段
から、識別情報を読み取り可能なもの、であり、
前記移動判定手段が、
前記読取手段に対応して設けられ、該読取手段によって読み取られた識別情報が示す遊技
機と、該読取手段に対応する遊技機が一致しない場合に、異なる遊技機から移動されたと
判定するもの
であることを特徴とするパチンコホール管理システム。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３にいずれか記載のパチンコホール管理システムにおいて、
前記貯留箱が空か否かを判定する空判定手段、を備え、
前記移動判定手段が、
前記空判定手段によって前記貯留箱が空と判定された場合には、前記読取手段による読み
取り結果に係らず、複数の遊技機間を前記貯留箱が移動されていないと見なすもの、
であることを特徴とするパチンコホール管理システム。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４にいずれか記載のパチンコホール管理システムにおいて、
前記識別情報入力手段が、
識別情報を格納する際に、少なくとも、当日の日付を付加して格納するものであり、
前記移動判定手段が、
複数の遊技機間を前記貯留箱が移動されたと見なす、前記判定を、前記読取手段によって
読み取られた複数台数分の識別情報の日付が同じ場合のみに行なうもの
であることを特徴とするパチンコホール管理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のパチンコ機、パチスロ機等の遊技機が設置されたパチンコホールにて用
いられるパチンコホール管理システムに関し、特に、遊技者によって遊技機間で行なわれ
た玉、メダル等の移動を検知可能にしたシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術、及び発明が解決しようとする課題】
パチンコホールでは、パチンコ機において遊技を通じて玉を獲得した遊技者が、その玉を
持って他のパチンコ機に移動することがある。この行為は、台移動と呼ばれ、通常のパチ
ンコホールでは禁止されている。
【０００３】
ところが、台移動を防止する有効な手段は存在しない。対策としては、監視カメラで見張
ったり、店員が注意する等の方法があるが、いずれも効果的とは言いがたい。というのは
、台移動は、玉が入れられたドル箱と言われる箱を運ぶことにより行なわれるが、この行
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為は、運ばれているドル箱が、他のパチンコ機に置かれて初めて台移動と分かる。それま
では例えば、景品と交換するために、計数器にドル箱を運ぶのと見分けが付かないのであ
る。
【０００４】
前記のように、監視カメラで摘発するには、撮影された映像を、常時、見張っている必要
がある。また店員には、様々な業務があり、大勢の遊技者を監視する余裕はない。このた
め、台移動の検知は、実質的に不可能といってもよい。
また、「台移動が発覚した場合には即、交換（つまり計数器に投入させる）して頂きます
」と館内放送するホールもあるが、台移動の摘発が困難であるため、やはり効果は薄い。
【０００５】
これに近い不正行為として、客の間で、ドル箱を使うことなく玉の移動が行なわれること
がある。例えば、獲得した玉を隣のパチンコ機の上皿（発射する玉を貯留しておく部分）
等に横流しする、といった行為である。１回の横流しで運べる量は少ないが、何度も繰り
返すことにより、数百個程度の玉が移動されてしまうことがある。
【０００６】
なお、以上説明したものと同様の行為は、パチスロ機においても行なわれることがあり、
メダルを持って他のパチスロ機に移動することは、通常、禁止されている。
本発明はかかる課題に鑑みなされたもので、パチンコホールにおける台移動を検知可能に
することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するためになされた本発明の請求項１に記載のパチンコホール管理シ
ステムは、遊技結果に応じて玉、メダル等の価値担体を下方に排出する複数の遊技機と、
該各遊技機の下方に設置されたカウンタと、を備えたパチンコホールにて用いられるパチ
ンコホール管理システムにおいて、
　前記カウンタに載置されて、前記各遊技機から下方に排出された前記価値担体を受け入
れて貯留する貯留箱と、
　該貯留箱に設けられ、前記遊技機の内の１台を、他の遊技機と識別する識別情報を格納
可能な記憶手段と、
　前記各遊技機に対応して設けられ、前記遊技機から排出される前記価値担体を貯留する
ために、前記貯留箱が用いられる際に、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶
手段に、該遊技機に対応する識別情報を格納する識別情報入力手段と、
　前記各遊技機に対応して設けられ、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶手
段から、前記記憶手段に格納されている識別情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取られた前記記憶手段内の識別情報に基づき、その記憶手段
が備えられた前記貯留箱が異なる遊技機から移動されたか否かを判定する移動判定手段と
、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載のパチンコホール管理システムにおいて、
　前記遊技機に対して投入された前記価値担体の数を該遊技機ごとに検知する投入数算出
手段と、
　玉貸し機から遊技者に貸し出された前記価値担体と、前記遊技機から賞球として遊技者
に払い出された前記価値担体を加えた数を該遊技機ごとに検知する貸与数算出手段と、
　外部から前記価値担体を受け入れてその数を計数する計数手段と、
　前記読取手段によって読み取られた前記識別情報に対応する前記遊技機において、遊技
者が保持する前記価値担体の数を、少なくとも、前記計数手段により計数された前記価値
担体の数、前記投入数算出手段により検知された前記価値担体の数、及び貸与数算出手段
により検知された前記価値担体の数、に基づいて推定する保持数推定手段と、を備えたこ
とを特徴とする。
【０００９】
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請求項３に記載の本発明は、請求項１または請求項２に記載のパチンコホール管理システ
ムにおいて、
前記読取手段が、
前記各遊技機に対応して設けられ、前記カウンタに載置された前記貯留箱の前記記憶手段
から、識別情報を読み取り可能なもの、であり、
前記移動判定手段が、
前記読取手段に対応して設けられ、該読取手段によって読み取られた識別情報が示す遊技
機と、該読取手段に対応する遊技機が一致しない場合に、異なる遊技機から移動されたと
判定するものであることを特徴とする。
【００１０】
請求項４に記載の本発明は、請求項１乃至請求項３にいずれか記載のパチンコホール管理
システムにおいて、
前記貯留箱が空か否かを判定する空判定手段、を備え、
前記移動判定手段が、
前記空判定手段によって前記貯留箱が空と判定された場合には、前記読取手段による読み
取り結果に係らず、複数の遊技機間を前記貯留箱が移動されていないと見なすもの、であ
ることを特徴とする。
【００１１】
請求項５に記載の本発明は、請求項１乃至請求項４にいずれか記載のパチンコホール管理
システムにおいて、
前記識別情報入力手段が、
識別情報を格納する際に、少なくとも、当日の日付を付加して格納するものであり、
前記移動判定手段が、
複数の遊技機間を前記貯留箱が移動されたと見なす、前記判定を、前記読取手段によって
読み取られた複数台数分の識別情報の日付が同じ場合のみに行なうものであることを特徴
とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
請求項１に記載のパチンコホール管理システム（以下、単に管理システムとも言う）は、
複数の遊技機が設置され、その下にカウンタが設けられたパチンコホールを対象としたも
のである。ここで遊技機とは、遊技結果に応じて下方に価値担体を排出するもので、遊技
機がパチンコ機であれば価値担体として玉、パチスロ機であればメダルが排出される。ま
た、カウンタは、各遊技機に下方に一つずつ設けられている必要はない。例えば、通常の
パチンコホールに倣い、複数の遊技機を横方向に並べ、これらに共通のカウンタを、一端
の遊技機から他端の遊技機まで架け渡してもよい。
【００１３】
このカウンタには、各遊技機から下方に排出された価値担体を受け入れて貯留する貯留箱
が置かれる。これは前記のドル箱と同じ使用方法であるが、本発明の貯留箱には、記憶手
段が設けられており、この記憶手段は、遊技機を、他の遊技機と識別する識別情報を、格
納可能にされている。識別情報としては、例えば、各遊技機に予め付与された固有番号等
を用いることができる。
【００１４】
識別情報を、記憶手段に格納するのが識別情報入力手段であり、カウンタに載置されて使
用される貯留箱の記憶手段には、その遊技機に対応する識別情報が格納される。なお、識
別情報入力手段は、店員等が操作することにより識別情報を記憶手段に格納するものでも
よいし、貯留箱がカウンタの上に置かれると、自動的に起動して、そのカウンタに対応す
る遊技機の識別情報を記憶手段に格納するものでもよい。
【００１５】
つまり、貯留箱を使用すると、その貯留箱に価値担体を排出する遊技機を示す識別情報が
記録されるのである。換言すると、貯留箱の記憶手段に格納された識別情報を読み取るこ
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とにより、その貯留箱が、どの遊技機にて使用されたかを知ることができる。仮に、その
貯留箱が、複数の遊技機にて順次、用いられたとすると、記憶手段には複数台数分の識別
情報が格納されることになる。
【００１６】
この識別情報の読み取りをするのが、読取手段である。その読み取りの結果に基づいて、
移動判定手段が、貯留箱が複数の遊技機間を移動された、つまり台移動が行なわれたか否
かを判定する。
従って、請求項１に記載の管理システムによれば、貯留箱を用いた台移動が行なわれると
、これを検知することができる。この検知に基づいて何等かの報知動作を行なえば、台移
動を防止することもできる。
【００１７】
また、この管理システムを応用すると、遊技者が保持している価値担体の数を推定可能に
なる。以下、価値担体を玉にて代表させ、遊技機をパチンコ機として説明する。パチンコ
機の場合、遊技者が保持している玉は持ち玉等と呼ばれ、これは、遊技者が玉貸し機（通
常、各パチンコ機の隣にある）から借りた玉と、賞球として払い出された玉の総称である
。これを推定可能にしたのが請求項２に記載の管理システムである。
【００１８】
　すなわち、請求項２に記載の管理システムでは、遊技機に対して投入された価値担体の
数を検知する投入数算出手段と、玉貸し機から遊技者に貸し出された価値担体と、遊技機
から賞球として遊技者に払い出された価値担体を加えた数を検知する貸与数算出手段と、
外部から価値担体を受け入れてその数を計数する計数手段と、読取手段によって読み取ら
れた識別情報に対応する遊技機において、遊技者が保持する価値担体の数を推定する保持
数推定手段とを備えている。
【００１９】
前記例に倣い、遊技機をパチンコ機とすると、投入数算出手段は、発射された玉を検知す
ることに相当し、直接、発射された玉から検知したり、パチンコ機の入賞口等における玉
の通過を検知したりして、この検知結果を累計することにより、投入数を算出できる。
【００２０】
貸与数算出手段が検出する「貸与された」玉とは、前記した玉貸し機から貸し出された玉
と、賞球として払い出された玉とを意味する。前者の玉は玉貸し機から貸し出された玉を
検知したり、玉貸し機に投入された金額から推定できる。また、プリペイドカードを用い
たパチンコ機の場合は、パチンコ機が備える玉貸ボタンが押された回数から算出できる。
一方、後者の玉は、パチンコ機の入賞口における玉の通過と、その入賞口に設定されてい
る賞球とから算出したり、賞球として払い出される玉数を直接検知することにより求めら
れる。
【００２１】
計数手段は、通常、パチンコホールに設けられている前記の計数器が利用できる（遊技機
がパチスロ機であれば、メダル計数器）。
保持数推定手段は、遊技者が保持する玉の数を、少なくとも、計数手段により計数された
玉の数、投入数算出手段により検知された玉の数、及び貸与数算出手段により検知された
玉の数、に基づいて推定する。
【００２２】
簡単な保持数の推定方法としては、次のようなものが挙げられる。まず計数手段へ玉を投
入するのに用いられた貯留箱の記憶手段に格納されている識別情報を読取手段にて読み取
り、どのパチンコ機において用いられたかを特定する。そしてそのパチンコ機に関して、
貸与数算出手段により検知された玉の数から、投入数算出手段により検知された玉の数、
及び計数手段により計数された玉の数を引く。こうして遊技者が保持する玉数が求められ
る。
【００２３】
従って、請求項２に記載の管理システムによれば、遊技者が保持している玉（パチスロ機
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ならばメダル）の数を推定できる。また、こうして保持数が推定できることにより、遊技
者間で玉（若しくはメダル）のやり取りが行なわれたか否かも推定できる。すなわち、も
し、玉等を他の遊技機の遊技者に渡したのであれば、計数手段による計数結果が、保持数
推定手段により推定された玉（若しくはメダル）より少なくなる筈である。受け取った遊
技者の遊技機では、逆に、計数結果の方が多くなる。従って、台移動だけではなく、遊技
者間の玉のやり取りも検知可能となる。
【００２４】
なお、移動判定手段がする、台移動が行なわれたか否かの判定を、識別情報に基づいて行
なうと述べたが、具体的には、例えば、遊技機の識別情報が複数台数分、格納されている
ことにより判定するとよい。また、これとは別の方法として請求項３に記載の管理システ
ムのようにすることも考えられる。
【００２５】
すなわち請求項３に記載の本発明では、読取手段が、各遊技機に対応して設けられ、カウ
ンタに載置された貯留箱の記憶手段から、識別情報を読み取り可能なものとして構成され
ている。この読取手段を、常時稼働させておくか、若しくは貯留箱がカウンタに置かれる
と起動されるようにしておけば、遊技機から排出される価値担体を貯留するために貯留箱
が使用される都度、その貯留箱に設けられた記憶手段に格納されている識別情報が読取手
段によって読み取られる。
【００２６】
移動判定手段は、読取手段が遊技機に対応して設けられていることを利用して台移動を判
定する。すなわち、読取手段によって読み取られた識別情報に対応する遊技機と、その読
取手段に対応する遊技機とが一致していない場合に、台移動が行なわれたと判定する。
【００２７】
もし台移動が発生すると、その移動先の遊技機に対応する読取手段が、移動元の遊技機に
対応する識別情報を読み取ることにより、台移動を検知できる。
従って、請求項３に記載の管理システムによれば、台移動が行なわれた直後にこれを検知
することができる。
【００２８】
なお、このように、本発明の管理システムでは、記憶手段に格納された履歴を辿ることに
より、台移動を検知するので、貯留箱の初期状態（その日、初めて貯留箱を用いる場合や
、貯留された価値担体を計数のために排出して空になった後等）には、それまでの履歴を
評価しないようにする必要がある。これには、使用済みの貯留箱については、例えば計数
器（遊技者が獲得した価値担体の数を計数するための機械）の傍らに積み上げておき、適
宜、店員がその積み上げられた貯留箱の記憶手段に格納されている識別情報等を消去する
。こうすれば、その貯留箱を使っても、台移動と判定されない。しかし次のようなケース
では、誤判定をしてしまう。
【００２９】
すなわち、貯留箱に一杯の価値担体を獲得した遊技者が、その後の遊技でその価値担体を
使い切ってしまった結果、空になった貯留箱が、カウンタの上等に放置されることがある
。そのカウンタの近傍にて遊技を行なっていた者が、価値担体を獲得した場合、その価値
担体を貯留するのに、放置されている貯留箱を用いると、台移動と誤判定されてしまう。
これを防止するのが、請求項４に記載の本発明である。
【００３０】
すなわち、請求項４に記載の管理システムでは、貯留箱に価値担体が入っているか否かを
判定する空判定手段を備えており、これにより空と判定された場合には、記憶手段に格納
された識別情報に係わらず、移動判定手段は、台移動が行なわれたとはみなさない。
【００３１】
この請求項４に記載の管理システムによれば、空になって放置された貯留箱が、別の遊技
機にて使用されても、これを台移動と誤判定することがない。
なお、貯留箱が空かどうかを判定するには、カウンタに置かれた貯留箱の重さを測ったり
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、或は、貯留箱を透光性のある材料にて構成し、貯留箱の底から明度センサ等にて価値担
体の有無を検知したりする等の方法が考えられる。これらの方法では、少数の価値担体が
貯留箱に入っていても、空と誤判定する可能性があるが、移動された価値担体の数が無視
できる程度の少なさであれば問題がない。
【００３２】
また、台移動ではないにもかかわらず、記憶手段内に複数台数分の識別情報が格納されて
いるケースとしては、この他に、前日の識別情報が残されている場合が考えられる。これ
を防止するためには、パチンコホールの閉店後に、使用された全ての貯留箱の記憶手段の
識別情報を消去（以下、初期化と言う）すればよい。しかし、貯留箱の数は膨大であるた
め、非常に時間の掛かる作業となる。それに、初期化したつもりが、実は識別情報が残っ
ていた、というミスの発生も考えられる。請求項４に記載した管理システムのように、貯
留箱が空の場合には台移動と見なさないようにすれば、ある程度防げるが、一旦、価値担
体を溜めると、台移動と判定される可能性が再発する。
【００３３】
請求項５に記載の管理システムは、これを解決するもので、識別情報入力手段が、記憶手
段に識別情報を格納する際に、少なくとも、当日の日付を付加して格納し、移動判定手段
が、読取手段によって読み取られた複数台数分の識別情報の日付が同じ場合のみに、台移
動が行なわれたと見なす。
【００３４】
このようにすると、前日分や、それ以前の識別情報は無視されるので、閉店後に初期化を
行なう必要がなくなる。
従って、請求項５に記載の管理システムによれば、貯留箱を初期化する手間が大幅に軽減
されるので、貯留箱を容易に管理できる。
【００３５】
このように記憶手段には、識別情報以外にも、日付等の情報を格納してもよい。そしてそ
れらの情報は、識別情報や日付のように更新されていくものの他にも、貯留箱を他の貯留
箱と識別するための固有番号のように、更新されない情報を記録しておいてもよい。
【００３６】
【実施例】
以下、本発明を適用したパチンコホールについて図１を用いて説明する。このパチンコホ
ールは、図１に示すように、多数のパチンコ機１，１，…及び玉貸し機３，３，…を交互
に並設した遊技島５，５，…がそれぞれ独立して複数設置されている。各パチンコ機１（
以下、「台１」とも言う）には、予め固有の番号が付与されており、この番号（以下、台
番号と言う）を指定することにより、どの台１であるかを特定可能にされている。各遊技
島５，５，…には、その中央の両面に計数器７が配置されている。計数器７は、玉が投入
されるとその数を数え、レシートにしてプリントアウトする。パチンコ機１，１，…の下
方にあるのはカウンタ９であり、ここに玉貯留箱（後述）を乗せておくと、パチンコ機１
，１，…から払い出された玉は、玉貯留箱に蓄えられる。玉を獲得した遊技者は、玉貯留
箱を運んで、貯留された玉を計数器７に投入して、レシートを得る。
【００３７】
計数器７及びその周辺について図２に示す。計数器７は、玉返却口１１から玉を受け入れ
てその数をカウントし、表示装置１３に計数結果を表示する。発行ボタン１５が押される
と、プリンタ１７から、計数結果がプリントされた前記のレシートが出力される。
【００３８】
玉貸し機３は、その右側のパチンコ機１に向かって供給アーム１９が延設されており、玉
貸し機３に対して所要の金額が投入されると、対応する個数のパチンコ玉が供給アーム１
９を介して、パチンコ機１に供給される。
玉返却口１１の左側にあるのは磁気記録装置２０であり、ここに玉貯留箱を乗せると、玉
貯留箱の裏側に記録された磁気信号を読み取ったり、逆に記録したりすることができる。
なお、本図に略長方形にて示したのは、箱状部材に形成された窓の部分であり、実際には
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磁気記録装置２０は、この窓の下方に配置されている。また、磁気記録装置２０と同様の
構成はカウンタの上にも設けられており、各パチンコ機１の下方に置かれた玉貯留箱の磁
気信号を磁気記録装置２１にて入出力可能にされている。
【００３９】
ここで玉貯留箱とは、各パチンコ機１から遊技者に対して払い出された玉を、パチンコ機
１の下方にて受けて一旦、貯留し、計数器７まで運ぶのに用いられるものである。この玉
貯留箱について図３を用いて説明する。
図３は、玉貯留箱２３を示す斜視図であり、手前側の面を一部破断させてある。玉貯留箱
２３は、半透明の合成樹脂にて形成されており、貯留部２５に玉を約３０００個、貯留で
きるようにされている。貯留部２５のほぼ中央裏側に磁気カード２７が貼付されている（
本図では破線にて示している）。この磁気カード２７には、当該玉貯留箱２３が用いられ
るパチンコ機１の台番号を初めとする様々な情報が記録可能にされている。つまり磁気カ
ード２７は、本発明の記憶手段に相当する。玉貯留箱２３を磁気記録装置２０や磁気記録
装置２１（図２参照）の上に乗せると、磁気カード２７に記録されたこの台番号を読み取
ったり、逆に台番号等を記録されたりする。磁気カード２７の傍らには、遊技球が通過で
きない程度の径の丸穴２９が形成されている。
【００４０】
磁気カード２７に記録されている磁気信号の一例を図４に示す。図４は、磁気カード２７
に記録された磁気信号を模式的に表したものである。実際には、本図のようにテーブル状
に記録されているのではなく、符号化されて１次元的に記録されている。
【００４１】
本図に示すように、磁気カード２７の内容は、大きく分けて４つの情報からなる。第１に
、その磁気カード２７に固有（すなわち、玉貯留箱２３にとっても固有）の番号ＩＤ、第
２に、その玉貯留箱２３が台移動に用いられたことを示すマークＭ、第３に、玉貯留箱２
３が使用されたパチンコ機１の台番号Ｎ、第４に、その台番号が当該磁気カード２７に記
録された日付Ｔである。この内、番号ＩＤは、一旦記録されたら、磁気カード２７が廃棄
されるまで書き換えられることはないが、その他の情報は後述する処理により適宜更新さ
れていく。本図に示した磁気カード２７の内容は、固有の番号が「１０１５４」、マーク
は台移動が為されたことを示す「＊」、延べ５回分、使用されたことを示す台番号及びそ
の日付が記録されている。なお、マークＭは、台移動に使用されていない場合には、何も
記録されていない状態にされているものとする。
【００４２】
次に、磁気カード２７に対して、磁気信号の入出力を行なう磁気記録装置２１について、
図５を用いて説明する。
すなわち図５は、カウンタ９に設けられた磁気記録装置２１の概略を示す平面図である。
なお、計数器７の備える磁気記録装置２０も同様に構成されている。
【００４３】
磁気記録装置２１の外見は、カウンタ９の上に形成された窓Ｈと、そのまわりに壁状に設
けられた略Ｌ字型の位置決め部３０とからなっている。位置決め部３０は、玉貯留箱２３
の底面の形状に対応して設けられており、ここに玉貯留箱２３の底面の角を当接させると
、磁気カード２７が窓Ｈの略中央に位置するようにされている。このときの磁気カード２
７は、２点鎖線にて示した箇所に位置される。
【００４４】
磁気カード２７に対して磁気信号の入出力を行なう磁気ヘッド３１は、窓Ｈの奥に設けら
れている。ボールネジ３２がモータ３３によって回転されると、磁気ヘッド３１は、矢印
Ａ方向に往復駆動され、磁気カード２７に対して磁気信号を帯状に記録する。窓Ｈ内には
この他にも光センサ３４ａ、３４ｂが設けられている。この内、光センサ３４ａは、玉貯
留箱２３の丸穴２９と整合する箇所に配置されている。空の玉貯留箱２３を、（２３）で
示した２点鎖線の位置に置くと、光センサ３４ｂは、玉貯留箱２３の底の部分にて光を検
知できなくなるが、光センサ３４ａは、丸穴２９を通して光を検知できる。一方、玉貯留
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箱２３に遊技球が入っていると、丸穴２９が塞がれるため、光センサ３４ａも光を検知で
きなくなる。すなわち、光センサ３４ｂによって玉貯留箱２３が乗せられたことを検知で
き、光センサ３４ａによってその玉貯留箱２３に遊技球が入っているか否かを検知できる
。つまり、光センサ３４ａが、本発明の空判定手段に相当する。
【００４５】
以上、図１～図５を用いて説明したパチンコホールのシステムは、図６のようになってい
る。すなわち図６は、当該システムの概要を示すブロック図である。但し、パチンコ機１
、玉貸し機３、及び磁気記録装置２１については夫々１台にて代表させている。本図に示
すようにパチンコホールのシステムは、既に示したパチンコ機１、玉貸し機３、計数器７
、玉貯留箱２３、磁気記録装置２１に加え、ホール全体の出玉状況等を管理するホールコ
ンピュータＨＣを主要部として構成されている。
【００４６】
パチンコ機１は、遊技を初めとする様々な処理を行なう制御回路３５と、アウト玉センサ
３７と、入賞センサ３９と、玉払出機構４１等からなっている。ここでアウト玉とは、遊
技者がパチンコ機１に対して打ち込んだパチンコ玉のことであるが、アウト玉センサ３７
では特に、入賞口に入ることなく、遊技域の下部から排出されてしまった玉のみを検出す
る。入賞口に入った玉を数えるのが入賞センサ３９である。制御回路３５は、入賞センサ
３９によって、パチンコ機１の備える種々の入賞口に玉が入ったことが検知されると、各
入賞口に設定されている数の賞球を玉払出機構４１を用いて遊技者に対して払い出す。
【００４７】
制御回路３５は、前記の遊技以外の処理として、遊技者がパチンコ機１に対して発射した
玉や、遊技者に対して払い出された玉を集計し、ホールコンピュータＨＣに対して出力す
る処理を行なう。発射された玉は、アウト玉センサ３７による検知結果と、入賞センサ３
９による検知結果との合計にて求められる。この算出を行なうのが本発明の投入数算出手
段としての処理に相当する。一方、遊技者が得た玉の数は、入賞センサ３９による検知結
果に、各入賞口に対して予め設定されている賞球数を掛けたものとなる。例えば、入賞セ
ンサ３９による検知結果が、賞球７個の通常入賞口に１０個、賞球５個の始動入賞口に６
個、賞球１５個の大入賞口に１６０個、入ったとすると、７×１０＋５×６＋１５×１６
０＝２５００個が遊技者が得た玉の数となる。
【００４８】
また、制御回路３５には、玉貸し機３の貸玉センサ４２も接続されており、遊技者が金を
払って借りた玉の数も検知可能にされている。こうして借りた玉の数と前記の賞球数を加
えたものが、遊技者が得た玉の総数となる。この総数を求めるのが本発明の貸与数算出手
段としての処理に相当する。
【００４９】
玉払出機構４１から排出され、パチンコ機１から溢れ出たパチンコ玉は、前述のように玉
貯留箱２３の貯留部２５に蓄えられる（本図において破線にて示した矢印は、このときの
玉の流れを表している）。そして玉貯留箱２３ごと、計数器７に運ばれて玉返却口１１（
図２参照）に投入される（図６に１点鎖線にて示した矢印は、このときの玉の流れを表し
ている）。
【００５０】
磁気記録装置２１は、カウンタ９に玉貯留箱２３が置かれたことを、光センサ３４ｂ（本
図では光センサ３４ａ、３４ｂを単に３４と記している）が検知すると、磁気記録装置２
１が備える制御回路４３が磁気ヘッド３１を駆動・制御して、磁気カード２７に対して磁
気信号の入出力を行なう。この処理の詳細に関しては後述する。
【００５１】
計数器７は、玉返却口１１、表示装置１３、発行ボタン１５、プリンタ１７、磁気記録装
置２０に加え、玉の通過を検知する玉センサ４５と、制御回路４７と、クロック４９と、
を備えている。玉センサ４５は、玉返却口１１の奥に配置されており、玉が玉返却口１１
に投入されるとこれを検知し、制御回路４７が検知回数をカウントし、表示装置１３に計
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数結果を出力する。磁気記録装置２０に玉貯留箱２３が置かれた状態で、発行ボタン１５
が押されると、プリンタ１７に計数結果を印字させる。
【００５２】
ホールコンピュータＨＣは、本ホール全体の出玉、営業成績等を管理するものであり、こ
のために必要なデータをパチンコ機１、計数器７、磁気記録装置２１等から受信する。ホ
ールコンピュータＨＣの制御回路５１は、大容量の記憶装置を備えており、パチンコ機１
から受信した玉数等に関する情報、計数器７から送られて来た計数結果等に関する情報、
磁気記録装置２１から送信された台移動等に関する情報等の多数の情報や、これらの情報
から算出されたデータを記憶可能にされている。このデータとしては、各パチンコ機１の
稼働状況、パチンコ機１における持ち玉数等が挙げられる。持ち玉数は、パチンコ機１の
左側にある玉貸し機３から貸し出された玉数と、そのパチンコ機１の制御回路３５にて算
出された賞球数との合計から、同じく制御回路３５にて算出された前述の発射玉数と、そ
のパチンコ機１の台番号Ｎが格納された磁気カード２７を備えた玉貯留箱２３により計数
器７に投入された玉の数の合計を引くことにより分かる。これが本発明の保持数推定手段
としての処理に相当する。
【００５３】
また、計数器７の備える制御回路４７においても、玉の計数、磁気カード２７の読み取り
、ホールコンピュータＨＣへのデータ送信、等の処理が行なわれる。以下、これらの制御
回路４３、４７にて行なわれる処理について説明する。まず、磁気記録装置２１の制御回
路４３が行なう磁気カード記録処理について図７を用いて説明する。
【００５４】
すなわち図７は、磁気カード記録処理を表すフローチャートである。本処理は磁気記録装
置２１に玉貯留箱２３が置かれたことが、光センサ３４ｂにより検出されると起動される
。まず、ステップ（以下、単にＳと記す）１１０にて、磁気カード２７の内容を読み取る
。つまり、図５にて説明したモータ３３を駆動させて、磁気ヘッド３１をＡ方向に移動さ
せ、図４に示したような磁気信号を読み取る。続くＳ１２０では、光センサ３４ａの検出
結果に基づき、玉貯留箱２３に玉が貯留されているか否かを判定する。玉がない場合はＳ
１３０に進み、読み取った磁気信号から台移動を示すマークＭ（以下、台移動マークＭと
言う）を消去し、当該磁気記録装置２１が設けられているパチンコ機１の台番号Ｎを付加
したものを新たな磁気信号とし、磁気カード２７に記録して本処理を終了する。なお、図
４に示したように、台番号Ｎは、その日の日付Ｔと共に記録される。この、Ｓ１２０から
Ｓ１３０への処理の流れは、空の玉貯留箱２３が移動されても、後述するペナルティの対
象にしないことを意味している。なお、Ｓ１３０において台移動マークＭが初めからつい
ていない場合には、台番号Ｎと日付Ｔのみを付加して記録する。
【００５５】
一方、玉が貯留されている場合はＳ１４０に進み、磁気信号の中に台移動マークＭがある
か否かを判定する。台移動マークＭがある場合は、そのまま本処理を終了し、ない場合は
、Ｓ１５０に進む。
Ｓ１５０では、磁気信号の中に他の台の台番号があるか否かを判定する。なければ、台移
動が行なわれていないと見なしてＳ１３０に移行する。他の台の台番号が記録されていれ
ば、Ｓ１６０に進み、その台番号Ｎに付けられた日付Ｔが、現在処理を行なっている日付
と同じかどうかを判定する。同じ日付でない、つまり他の台番号Ｎが記録されたのが前日
以前であれば、台移動ではないので、Ｓ１３０に進み、台番号Ｎと日付Ｔを付加したもの
を記録して本処理を終了する。
【００５６】
他の台番号Ｎと共に記録された日付Ｔが同日である場合は、台移動が行なわれたことを意
味するので、Ｓ１７０に進み、台移動マークＭと、台番号Ｎと日付Ｔを付加したものを記
録する。そしてＳ１８０にてホールコンピュータＨＣに、前台の台番号Ｎと、玉貯留箱２
３の番号ＩＤとを送信し、本処理を終了する。ここで前台の台番号Ｎは、Ｓ１７０にて新
たに記録された台番号Ｎの直前に記録されていた台番号Ｎであり、移動元のパチンコ機１



(11) JP 4061663 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

を意味する。なお、こうして前台の台番号Ｎ、及び玉貯留箱２３の番号ＩＤを受け取った
ホールコンピュータＨＣは、その時点で制御回路５１が算出している台番号Ｎのパチンコ
機１における持ち玉数を、記憶装置に格納する。
【００５７】
本処理に沿って、図４に示した磁気信号が読み取られ記録されていく様子を示すと次のよ
うになる。但し、図４に示した磁気信号の内、領域Ｊ２に示した日付Ｔ及び台番号Ｎにつ
いては記録されていない状態から、説明を始める。また、当日の日付は１９９６年８月２
１日とする。
【００５８】
まず、番号ＩＤとして「１０１５４」が記録された空の玉貯留箱２３が、台番号が「８６
」のパチンコ機１の下方に設けられた磁気記録装置２１に置かれると、磁気カード記録処
理が起動され、番号ＩＤと、台移動マークＭと、領域Ｊが読み取られる。領域Ｊ２は記録
されていない状態なので、読み込まれた領域Ｊの内容は領域Ｊ１のみとなる。この玉貯留
箱２３には、玉は貯留されていないので、Ｓ１２０からＳ１３０に進み、台移動マークＭ
を消去し、台番号「８６」と、本日の日付「１９９６．０８．２１」を付加して終了する
。
【００５９】
この玉貯留箱２３に、玉を貯留させた遊技者が、台番号「５７１」のパチンコ機１へ移動
し、そのパチンコ機１の下方にある磁気記録装置２１に玉貯留箱２３を置いたとする。す
ると、そのパチンコ機１の下方に設けられた磁気記録装置２１において、磁気カード記録
処理が起動され、番号ＩＤと、台移動マークＭと、領域Ｊが読み取られる。この玉貯留箱
２３には、台番号「８６」のパチンコ機１（以下、前台と言う）から払い出された玉が貯
留されているので、Ｓ１２０からＳ１４０に進む。台移動マークＭは、前台において行な
われた磁気カード記録処理のＳ１３０にて消去されているので、Ｓ１５０に進む。磁気信
号の中には、そのＳ１３０にて記録された台番号「８６」が記録されているので、Ｓ１６
０に進む。そして、その台番号「８６」の日付Ｔを見て、同日なので、Ｓ１７０に進み、
台移動マークＭ「＊」と、当該磁気記録装置２１に対応するパチンコ機１の台番号「５７
１」を記録する。そしてＳ１８０にて前台の台番号「８６」と、番号ＩＤ「１０１５４」
をホールコンピュータＨＣに送信して終了する。
【００６０】
更に、この遊技者が、玉貯留箱２３に玉を貯留したまま台移動をすることを試みると、移
動先の磁気記録装置２１にて行なわれる磁気カード記録処理のＳ１４０にて、ＹＥＳと判
定されてその処理を終了する。つまり、既に台番号「８６」の台から台番号「５７１」の
台への台移動が行なわれているため、新たに台移動が行なわれたか否かを判定をする必要
がない。
【００６１】
なお、前記の説明の、台番号「８６」で玉貯留箱２３の使用を開始する際に、玉以外の何
かによって丸穴２９が塞がれていた場合は、Ｓ１２０でＹＥＳと判定されてしまう。しか
し、Ｓ１６０の判定にて、領域Ｊ１の台番号の日付が前日となっているために、Ｓ１３０
に進み、台移動と誤判定されることがない。
【００６２】
また、領域Ｊ１において、台番号「１２０」が２行続けて記録されている部分があるが、
これは、玉貯留箱２３が一旦、足元等に置かれた後、再び同じ台にて使用されたことを意
味している。１つの玉貯留箱２３に納まり切らない程の玉を獲得した後、その納まらなか
った分の玉を使い切ってしまった場合には、このような記録内容となることがある。
【００６３】
つまり、磁気カード記録処理では、台移動の検知と、その発生を前台の台番号と共にホー
ルコンピュータＨＣに送信する処理を行なう。換言すると、本処理では、台移動が行なわ
れた場合に、ペナルティを課すことや、表立った報知動作は一切、行なわない。また、Ｓ
１１０が本発明の読取手段としての処理に相当し、Ｓ１３０及びＳ１８０が識別情報入力
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手段、Ｓ１２０～Ｓ１６０が移動判定手段としての処理に相当する。
【００６４】
次に、計数器７の制御回路４７にて行なわれる計数処理について図８を用いて説明する。
本処理は、玉返却口１１に玉が投入されると起動されるものとする。すなわち、Ｓ２１０
にて玉が投入されたと判定されると、Ｓ２２０にてその数をカウントし、Ｓ２３０にてそ
の結果を表示装置１３に出力する。２４０では発行ボタン１５が押されたか否かを判定し
、押されていなければ、更に玉が投入される可能性があるのでＳ２２０に移行する。
【００６５】
押されていれば、Ｓ２５０に進み、計数器７の磁気記録装置２０が玉貯留箱２３の磁気信
号の読み取りに成功したか否かを判定し、失敗していれば、するまで待機する。つまり、
計数器７に玉を投入する際には、遊技者は、玉貯留箱２３を磁気記録装置２０においてい
ることが要求される。さもなければ、計数結果が印字されたレシートが得られず、景品を
獲得することができない。
【００６６】
磁気信号の読み取りに成功すると、Ｓ２６０に進み、台移動マークＭがあるか否かを判定
する。もしなければ、Ｓ２７０に進んで、計数結果を印字されたレシートを発行して本処
理を終了する。台移動マークＭがあれば、Ｓ２８０に移行してホールコンピュータＨＣか
ら、その玉貯留箱２３によって台移動元のパチンコ機１において、払い出された持ち玉デ
ータを受信する。これは、Ｓ２５０にて読み取った磁気信号中の番号ＩＤと、その番号Ｉ
Ｄを、ホールコンピュータＨＣが、自らの記憶装置内を検索し、その番号ＩＤに関して、
その日に格納された台番号Ｎと、持ち玉データとを送信することにより可能となる。この
番号ＩＤ、及び台番号Ｎは、磁気カード記録処理のＳ１８０にてホールコンピュータＨＣ
に送信された番号ＩＤ、前台の台番号Ｎである。
続くＳ２９０では、受信した持ち玉数と、Ｓ２３０にて求められた計数結果とを比較し、
計数結果の方が少なければ、Ｓ２７０に進み、計数結果の方が多ければ、Ｓ３００に進み
、持ち玉数とメッセージを印字出力して本処理を終了する。
【００６７】
つまり、Ｓ２９０の判定にて、少ない方の数値が印字され、特に、持ち玉数の方が少なか
った場合には、メッセージが付加される。ここでメッセージとは、計数結果が印字されな
かったことを告げるもので、例えば「お客様は、番号８６の台から他の台へと台移動をし
たと認められますので、番号８６の台にて獲得した玉の数を計数結果に替えさせて頂きま
す」といった内容のものである。
【００６８】
つまり計数処理は、投入された玉を数えて、レシートに印字出力すると共に、台移動した
遊技者に対してペナルティを課す処理となっている。
磁気カード記録処理、及び計数処理を行なうことにより、確実に台移動を検出することが
できる。また、玉貯留箱２３が空だった場合（磁気カード記録処理のＳ１２０でＮＯと判
定された場合）には、台移動と判定しないので、誤検出しない。また、磁気カード２７に
記録された磁気信号の内、当日に記録された台番号Ｎのみを対象として台移動か否かを判
定するので、玉貯留箱２３のメンテナンス性が良い。すなわち、判定の対象となるデータ
を当日分に限定しないと、閉店後に、全ての玉貯留箱２３の、台移動マークＭを消去する
必要があるからである。これに対して、例えば、玉貯留箱２３を、計数が終る都度、台移
動マークＭ等をホールの従業員等に消去させてもよいが、作業ミス等により、台移動マー
クＭが消去されなかった場合に、遊技者に不愉快な思い（すなわち、台移動していないの
に、印字された獲得数が実際よりも少なくなってしまう等）をさせる虞があるので、従業
員の負担が大きくなる。この点、判定の対象を当日分に限定することにより、従業員の負
担が軽減される。また、こうすると、昨日や一昨日のデータをある程度、磁気カード２７
に残せるので、過去に遡って、その玉貯留箱２３の使用状況を調べることができる。
【００６９】
ところで、従来の、「台移動、即交換」というペナルティは、台移動を認めた場合に比べ
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、ホールにとって利益の減少（若しくは損害の増大）となる場合がある。これは、台移動
して遊技を続けた結果、移動させた玉を減らすことがあるからである。この場合は、台移
動の時点の持ち玉を計数させるよりも、最終的な持ち玉数を計数させて獲得数とした方が
、ペナルティとして効果的である。但し、これは、実際に台移動を行なわせ、遊技を続行
させて初めて、どちらの時点の玉数を獲得数とすべきだったかが分かるので、従来は不可
能であった。この点、本発明のシステムによれば、台移動をした時点の持ち玉数と、計数
処理における計数結果とを比較して、少ない方の玉数を獲得数とするので、確実にペナル
ティを課すことができる。
【００７０】
以上、本発明を適用した実施例として、図１～図６に示した構成を有し、図７及び図８に
示した処理を行なう管理システムについて説明してきたが、本発明はこうした実施例に何
等限定されるものではなく様々な態様で実施しうる。
例えば、計数処理のＳ２４０～Ｓ２５０にて、発行ボタン１５が押されても、磁気カード
２７の読み取りに成功しないとレシートを発行しないようにしたが、もっと前の段階で磁
気カード２７の読み取りを試みるようにしても良い。例を挙げると、磁気カード２７の読
み取りのチェックをＳ２２０の前で行ない、磁気信号が読み取れないとカウントを開始し
ないようにすることが考えられる。或は、玉返却口１１にシャッターを設け、通常はこの
シャッターを閉じておく。そして磁気カードの読み取りに成功すると、シャッターが開い
て投入が可能になるようにしても良い。なお、理想的には、全ての玉貯留箱２３が１つの
台にて使用されたことをチェックすべきであるから、計数結果が玉貯留箱２３の１箱分の
容量を大きく上回ったときには、カウントの中止、或はシャッターを閉じる等して全ての
玉貯留箱２３の磁気信号をチェックするとよい。
【００７１】
同じく計数処理にて、磁気記録装置２０に乗せられた玉貯留箱２３の磁気カード２７から
、磁気信号を読み取った後、磁気カード２７を初期化（つまり磁気信号を消去）すると、
日付Ｔを記録する必要がなくなる。
また、磁気カード２７に代えてＩＣカードにし、これに対応して磁気記録装置２０、２１
もＩＣカード記録装置に変更しても良い。こうすれば、ＩＣカードに大量のデータを記録
できるため、玉貯留箱２３の利用状況のデータを長期間に亘って保存し、後日解析するこ
とも可能となる。また、磁気カード２７やＩＣカードに書き込まれた台番号等を電波にて
発信する構成を各玉貯留箱２３に設け、計数器７付近でこの電波を受信するようにしても
良い。こうすれば、磁気記録装置２０等に玉貯留箱を置く必要がなくなる。
【００７２】
磁気カード記録処理のＳ１３０、及びＳ１７０において、磁気信号として日付Ｔを記録し
ているが、更に、時刻を記録しても良い。こうすると、その玉貯留箱２３を用いた遊技が
どの時刻から開始されたかが分かる。この場合に、磁気カード記録処理を定期的に（例え
ば３分ごと）起動させて、逐一、時刻を記録させれば、持ち玉遊技が行なわれた時間を推
定できるようになる。
【００７３】
また、図８の計数処理では、Ｓ２９０にて持ち玉と計数結果を比較して、少ない方を獲得
数として印字したが、これを改良して、台移動を行なった際における持ち玉数が最も少な
い値を獲得数としてもよい。こうすると、台移動が行なわれた回数が１回以下の場合は、
Ｓ２９０と同じであるが、２回以上、行なわれた場合には、より厳しいペナルティとなる
ことがある。例えば、玉を獲得した遊技者が１回目の台移動を行なって遊技を再開した処
、持ち玉を減らし、更に２回目の台移動を行なって遊技した結果、玉数が最大となったと
する。この場合、図８の処理では、獲得数は初めの台移動を行なったときの持ち玉数にな
る。前記の改良案では、持ち玉数が最小となった、２回目の台移動のときの持ち玉数が獲
得数になる。
【００７４】
これとは異なる変更を計数処理に施すと、遊技者間での玉の横流しを検知可能になる。例
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ば５００個）以上少ないか否か」に改め、Ｓ３００を「計数結果から持ち玉数を引いた値
とメッセージを印字出力する」に変える。
【００７５】
もし横流しが発生すると、玉を受け取った側はその分だけ計数結果が増える。受け取った
玉数は、計数結果から持ち玉数を引いた値になる。この数が５００個よりも多い場合は、
これを獲得数として印字する。つまり、受け取った玉を用いた遊技を通じて大量の玉を獲
得しても、その分はカウントされず、もらった玉数のみが獲得数となる。従って、適切な
ペナルティを与えることができる。なお、この方法で、玉貯留箱２３を用いた台移動も検
知することができる。そしてこのときのメッセージは「お客様は、台移動または玉の横流
しを受けたと思われますので、移動された玉数を計数結果に替えさせて頂きます」等とす
ると良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を適用したパチンコホールを示す斜視図である。
【図２】　実施例の遊技島５の計数器７の付近を示す斜視図である。
【図３】　実施例のパチンコホールにて用いられる玉貯留箱２３の説明図である。
【図４】　磁気カード２７に磁気信号が記録されている様子を示す説明図である。
【図５】　磁気記録装置２１の構成の概略を示す説明図である。
【図６】　実施例のパチンコホールのシステム構成の概略を表すブロック図である。
【図７】　磁気記録装置２１の制御回路４３にて行なわれる磁気カード記録処理を示すフ
ローチャートである。
【図８】　計数器７の制御回路４７にて行なわれる計数処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１…パチンコ機　　　　５…遊技島　　　　　７…計数器
９…カウンタ　　　　１１…玉返却口　　　１３…表示装置
１５…発行ボタン　　　１７…プリンタ　　　１９…供給アーム
２０、２１…磁気記録装置　　　２３…玉貯留箱
２５…貯留部　　　　　２７…磁気カード　　　２９…丸穴
３０…位置決め部　　　３１…磁気ヘッド　　　３２…ボールネジ
３３…モータ　　　　　３４ａ、３４ｂ…光センサ
３５、４３、４７、５１…制御回路　　ＨＣ…ホールコンピュータ



(15) JP 4061663 B2 2008.3.19
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